
[監督者等の資格と添付書類] 

業種 資格の種類 添付書類 

建築物清掃業 ・ 清掃作業監督者講習会修了者 ・ 講習又は再講習の修了証

書の写し (終了した日か

ら6年を経過しないもの) 

建築物空気環

境測定業 

・ 空気環境測定実施者講習会修了者 ・ 講習又は再講習の修了証

書の写し (終了した日か

ら6年を経過しないもの)  

・ 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する

者 

・ 管理技術者免状の写し（

再登録の場合は、再講習

の終了証書(終了した日か

ら6年を経過しないもの)

が必要。） 

建築物空気調

和用ダクト清

掃業 

・ ダクト清掃作業監督者講習修了者 ・ 講習又は再講習の修了証

書の写し (終了した日か

ら6年を経過しないもの)  

・ 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する

者 

・ 管理技術者免状の写し（

再登録の場合は、再講習

の終了証書(終了した日か

ら6年を経過しないもの)

が必要。） 

建築物飲料水

水質検査業 

・ 大学の理学、医学、歯学、薬学、保健学、

衛生学、工学、農学若しくは獣医学又はこ

れに相当する課程を修めて、卒業した後１

年以上水質検査又はその他の理化学的若し

くは細菌学的検査の実務経験を有する者 

・ 卒業証明書 （＊） 

・ 実務従事証明書 

・ 衛生検査技師又は臨床検査技師であって１

年以上水質検査又はその他の理化学的若し

くは細菌学的検査の実務経験を有する者 

・ 衛生検査技師又は臨床検

査技師の免状の写し 

・ 実務従事証明書 

・ 短大又は高専で生物学若しくは工業化学又

はこれに相当する課程を修めて卒業した後

、２年以上水質検査又はその他の理化学的

若しくは細菌学的検査の実務経験を有する

者 

・ 卒業証明書 （＊） 

・ 実務従事証明書  

・ 大学又は短大と同程度の学校等で所要の学

科を修めて卒業した後、大学相当であれば

１年以上、短大相当であれば２年以上、水

質検査又はその他の理化学的若しくは細菌

学的検査の実務経験を有する者 

・ 卒業証明書 （＊） 

・ 実務従事証明書 

・ 技術士（水道部門もしくは衛生工学部門に

限る。） 

・ 技術士登録証の写し 



業種 資格の種類 添付書類 

建築物飲料水

貯水槽清掃業 

・ 貯水槽清掃監督者講習会修了者 ・ 講習又は再講習の修了証

書の写し (終了した日か

ら6年を経過しないもの)  

・ 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する

者 

・ 管理技術者免状の写し（

再登録の場合は、再講習

の終了証書(終了した日か

ら6年を経過しないもの)

が必要。） 

建築物 

排水管清掃業 

・ 排水管清掃作業監督者講習会修了者 ・ 講習又は再講習の修了証

書の写し (終了した日か

ら6年を経過しないもの)  

・ 建築物環境衛生管理技術者の免状を有する

者 

・ 管理技術者免状の写し（

再登録の場合は、再講習

の終了証書(終了した日か

ら6年を経過しないもの)

が必要。） 

建築物 

ねずみ・こん

虫等防除業 

・ 防除作業監督者講習会修了者 

 

・ 講習又は再講習の修了証

書の写し (終了した日か

ら6年を経過しないもの)  

建築物環境衛

生総合管理業 

（統括管理者） 

・ 統括管理者講習会修了者 

 

 

・ 講習又は再講習の修了証

書の写し (終了した日か

ら6年を経過しないもの)  

（清掃作業監督者） 

・ 建築物清掃業と同じ 

 

・ 建築物清掃業と同じ 

（空調給排水管理監督者） 

・ 空調給排水管理監督者講習会修了者 

 

 

・ 講習又は再講習の修了証

書の写し (終了した日か

ら6年を経過しないもの 

（空気環境測定実施者） 

建築物空気環境測定業と同じ 

 

・ 建築物空気環境測定業と

同じ 

   （＊）：写し可 


